
２．平成２２年度予算の概要

【事項】

Ⅰ．安全・安心

１ 災害等から国民の命を守る取組

＜災害による命への危険を予防する＞

○ゲリラ豪雨等による水害・土砂災害への緊急的対応の強化

○公共交通インフラや住宅・建築物の地震対策

＜発災時の実態把握や緊急対応のための初動対応力を高める＞

○大規模災害時の危機管理体制の強化

＜海上における人命・財産の保護と治安の維持を図る＞

○海上保安体制の充実・強化

２ 日常生活における安全・安心対策の強化

＜誰もが安心して住宅を借り、建て、住み続けられるようにする＞

○高齢者・子育て世帯等に対応した住宅セーフティネットの充実

○民間住宅の賃貸や建設・リフォームをめぐるトラブルの予防・対策の強化

＜今ある社会基盤を大事に長く使い続ける＞

○社会資本ストックの戦略的維持管理による安全・安心の確保と長寿命化・ライフサ

イクルコストの縮減

＜運輸安全の向上を図る＞

○運輸分野の安全対策の強化

Ⅱ．暮らし・環境

３ 生活者の豊かな暮らしの実現

＜既存住宅をきちんと手入れして、長く大切に使う＞

○既存住宅の流通円滑化とリフォーム市場の整備

＜徒歩や自転車で暮らせるコンパクトなまちをつくる＞

○歩行者や自転車に配慮した道路空間の再構築

＜誰にとっても安心で快適な公共交通機関をつくる＞

○公共交通機関のバリアフリー化の推進



４ 地球環境対策・低炭素社会の実現

＜ＣＯ２排出が少なく環境に優しい取組を行う＞

○住宅・建築物の省ＣＯ２対策・長寿命化

○エコカーの需要拡大と運輸分野の環境負荷の軽減

Ⅲ．活力・成長力

５ 地域の自立・活性化

＜高速道路を原則無料化して、地域経済を活性化する＞

○高速道路の原則無料化に向けた取組

＜地域の自立的な活動を支える基盤をつくる＞

○広域ブロックの自立・成長に向けたプロジェクトの支援

○「生活の足」となる地域公共交通の活性化・再生の支援

○整備新幹線の着実な整備

○地域を支える建設産業の活力回復

６ 成長力・国際競争力の強化

＜国際競争に不可欠なヒトやモノの流れを活性化する＞

○首都圏空港（羽田・成田）の機能強化、関西空港・中部空港のフル活用

○空港アクセスなど都市鉄道ネットワークの改善

○スーパー中枢港湾の充実・深化と戦略物資を取扱う港湾施設の機能強化

○成長力強化のための幹線道路網の整備

○世界に誇る観光大国の実現に向けた取組の強化

＜我が国の優れた技術を海外展開する＞

○我が国の高速鉄道システム等の海外展開

○建設業の海外展開支援

＜海洋の有効な開発、利用、保全を図り、持続的な発展を目指す＞

○海洋立国の推進



Ⅰ 安全・安心

１ 災害等から国民の命を守る取組

＜災害による命への危険を予防する＞

○ゲリラ豪雨等による水害・土砂災害への緊急的対応の強化
［418億円（1.04）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

・都市部において地下河川や調整池を整備するとともに、災害時の避難に支援が必
要な人々の関連施設を守る土砂災害対策について、全国の危険箇所の総点検を行
い、特に保全対策が必要な箇所について対策を実施する。

・流域自治体の貯留浸透対策とも連携しつつ、河川管理者が河道改修と調整池の一
体的整備を行って治水安全度を集中的に高めようとする地域において、優先的に
事業を実施する仕組みを創設する。

・局地的大雨等による災害の防止・軽減のため、ＸバンドＭＰレーダーの整備や次
世代予報スーパーコンピューターの導入等により、気象・洪水の予測及び流域に
おける水害・土砂災害等の監視体制を改善・強化する。

・河川整備の目安としてきた時間雨量５０ミリを大きく上回る時間雨量１００ミリ
のゲリラ豪雨に対しても国民が安心して暮らせるよう、河川管理者に加え、下水
道、道路等の関係者が行うべき地域ごとの集中的な対策とその役割分担等を定め
た「１００㍉／h安心プラン（仮称）」を策定する。



全 長 約１５０．０メートル

幅 約１７．０メートル

深 さ 約１０．０メートル

主要目

・被害制御能力： 区画の細分化、重要機器の分散配置等により被害を限定することで、業務継続が可能

・強力な制圧力： 前後部に機関砲を装備することで全方位に対処可能、かつ遠距離からも正確な射撃が可能

・長期行動能力： 約2ヶ月程度、無寄港で連続行動が可能

・大型のヘリ２機搭載： 赤外線捜索監視装置、捜索用レーダーの搭載により、夜間監視・広域監視が可能

主な特徴

しきしま級巡視船の主な特徴

○公共交通インフラや住宅・建築物の地震対策
［84億円（0.77）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

・既存の住宅・建築物の耐震改修に向けた取組に対して支援を行うとともに、密集
市街地の整備を促進するため、防火改修と併せて行う耐震改修に対する制度を拡
充する。

・大規模地震等に備え、主要な鉄道駅について耐震補強の緊急的実施を行うととも
に、航空輸送上重要な空港の耐震事業の実施や災害時における緊急物資輸送のた
めの耐震強化岸壁、基幹的広域防災拠点の整備を推進する。

＜発災時の実態把握や緊急対応のための初動対応力を高める＞

○大規模災害時の危機管理体制の強化
［122億円（1.36）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

・大規模災害時に被災地で緊急対策を実施する緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯ
ＲＣＥ）の初動対応に必要な装備・システムの充実・強化を図ることにより、夜
間・悪天候時や被災現地の状況に左右されない情報収集・伝達体制を構築する。

・警戒避難の的確な判断に高度な技術的知見が必要となる天然ダム等の土砂災害が
発生した際に、市町村が避難指示等の発令を適切に行えるよう、被災状況の緊急
調査や監視・観測を国が行う仕組みを整備する。

・首都直下地震に対応できるよう、緊急地震速報の精度向上を図る。

＜海上における人命・財産の保護と治安の維持を図る＞

○海上保安体制の充実・強化
［378億円（1.06）］

・海上犯罪の取締り、しょう戒、海難救助、海上防災等の海上保安業務の適切な遂
行のため、老朽・旧式化した巡視船艇・航空機等の緊急的な代替整備を引き続き
進める。

・国内ＭＯＸ（※）輸送警備、海賊への対応等新たな業務課題を踏まえ、遠方海域
・重大事案への対応体制を強化するため、しきしま級巡視船を整備する。

※ＭＯＸ：ウラニウム・プルトニウム混合酸化物燃料



○高齢者・障害者・子育て世帯等の支援施設と住宅との一体的整備の推進

国

地域優良賃貸住宅型

高齢者生活支援施設
福祉・医療等の拠点

公的賃貸住宅の整備
バリアフリー化された住宅

子育て支援施設
キッズルーム等

既存施設の改良等により整備

（改良・増築費の45％が助成対象）

公的賃貸住宅団地型

高齢者生活支援施
設整備を伴う地域
優良賃貸住宅(高齢
者型)等の共同施設

等整備費等を国に
よる特別な支援の
対象に追加する。

事業者

高齢者生活支援施設
整備費の2/3※を助成

国

共
同
施
設
等
整
備
費
の

※

2/

3
が
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成
対
象

専用部分
(バリアフリー化
費用の2/3※)

改良型

改良費の2/3が

助成対象

国

地域優良
賃貸住宅

地域優良
賃貸住宅

事業者

国

増築費の2/3が助成対象

増築型

高齢者生活
支援施設等

既存の公的賃貸住宅等の改良・増築による整備促進生活支援施設付き地域優良賃貸住宅
（高齢者型）等への支援

保健医療サービスとの連携の強化

高齢者生活支援施設の補助対象に医療施設及び
訪問看護ステーションを追加する。

事業者

改良型

増築型

※適合高専賃の基準に適合する
高専賃の場合は補助率1/3

事
業
者

国による特別な支援対象に追加

２ 日常生活における安全・安心対策の強化

＜誰もが安心して住宅を借り、建て、住み続けられるようにする＞

○高齢者・子育て世帯等に対応した住宅セーフティネットの充実
［399億円（1.40）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

高齢者、子育て世帯等の支援施設について、公的賃貸住宅の新設時に行っている
助成制度を拡充し、新たに、医療施設等を併設する高齢者向け賃貸住宅の整備に対
して支援するとともに、既存の公的賃貸住宅に改良・増築を加えて行う施設整備に
対する支援措置を設ける。また、子育て世帯等に配慮した住まい・住環境の形成に
資する先導的な取組の促進措置を設ける。

○民間住宅の賃貸や建設・リフォームをめぐるトラブルの予防・対
策の強化 ［8億円（1.67）］

消費者が民間賃貸住宅に安心して住み続けられるよう、家賃債務保証業等に関す
る規制の整備等に併せ、当該制度の周知・普及を実施するとともに、民間賃貸住宅
に係る裁判外紛争処理の仕組み（ＡＤＲ）の立上げに伴う体制整備に対する支援を
行う。また、新築住宅の完成・引渡し前における請負業者の倒産時や既存住宅の流
通・リフォームに係るトラブル等について、住宅消費者への相談体制づくりを支援
する。

＜今ある社会基盤を大事に長く使い続ける＞

○社会資本ストックの戦略的維持管理による安全・安心の確保と長
寿命化・ライフサイクルコストの縮減

［2,189億円（1.18）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

・高度経済成長期に集中投資した道路、河川、下水道、港湾、公営住宅、都市公園
等の社会資本ストックが今後急速に老朽化することを踏まえ、長寿命化計画の策
定、点検から補修・更新に至る予防保全の計画的な実施等戦略的な維持管理を行
い、安全・安心の確保とライフサイクルコストの縮減を図る。



点検

健全度評価

劣化予測

長寿命化等に関する計画の策定

対
象
施
設
の
検
討 ※大規模な修繕や更新に至る前の損傷が軽微な段階で対策を講じ、

施設の長寿命化・ライフサイクルコストの縮減を図る。

補修・補強(※)などの対策を実施

基
本
的
考
え
方
と
り
ま
と
め

点検工法、劣化予測手法等の技術開発 専門技術者の養成 点検、修繕データベースの構築技術基準の見直し

戦略的維持管理・更新の基本的な考え方
予防保全的管理の実施

・道路に係る地震・豪雨・豪雪等に対する防災・震災対策を実施する。

＜運輸安全の向上を図る＞

○運輸分野の安全対策の強化
［69億円（1.19）］

運輸事業者等が自主的に取り組む先進的な運輸の安全性の向上のためのプロジェ
クト（運輸安全パイロット事業）を新たに支援するほか、ヒューマンエラーによる
航空機の滑走路誤進入を防止するための航空管制業務等の安全性向上を図る等、運
輸分野の安全対策を強化する。

Ⅱ 暮らし・環境

３ 生活者の豊かな暮らしの実現

＜既存住宅をきちんと手入れして、長く大切に使う＞

○既存住宅の流通円滑化とリフォーム市場の整備
［74億円（皆増）］

既存住宅のリフォームや取引のうち、住宅履歴情報の蓄積、インスペクション（建
物検査）の実施、瑕疵リスクに備えた保険制度の活用を併せて行うものについて一
体的に促進する制度を創設する。

＜徒歩や自転車で暮らせるコンパクトなまちをつくる＞

○歩行者や自転車に配慮した道路空間の再構築
［358億円（0.92）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

・警察、地方公共団体等と連携しつつ、自転車利用の先進的な都市を構築するため、
自動車や公共交通等との適切な役割分担のもと、自転車走行空間ネットワークの
構築、駐輪対策の実施、コミュニティサイクルの整備推進、自転車利用ルール・
マナーの啓発等の取組に対して支援する。

・通学路の歩道等の整備により、安全で快適な歩行空間を構築する。



＜誰にとっても安心で快適な公共交通機関をつくる＞

○公共交通機関のバリアフリー化の推進
［54億円（0.86）］

２０１０年までに１日の利用者数５，０００人以上の駅を原則バリアフリー化す
る等、現行の基本方針に掲げる目標の達成に向けて、駅におけるエレベータ等の整
備やノンステップバスの普及促進に取り組む。

４ 地球環境対策・低炭素社会の実現

＜ＣＯ２排出が少なく環境に優しい取組を行う＞

○住宅・建築物の省ＣＯ２対策・長寿命化
［270億円（皆増）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

住宅・建築物の省ＣＯ２対策や長寿命化に資するプロジェクトを推進する。

○エコカーの需要拡大と運輸分野の環境負荷の軽減
［120億円（0.93）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

・自動車運送事業者によるＣＮＧ、ハイブリッドのトラック・バス等の導入を支援
し、環境対応車（エコカー）の普及を強力に推進する。

・集約型都市構造（コンパクトシティ）に対応した新型低炭素実用車両（超小型貨
物電動車両、高齢化対応モビリティ等）の開発等を推進するとともに、電気自動
車の充電施設の整備、超小型モビリティの確保等を実証し、環境対応車に対応し
たまちづくりを推進する。

・船舶からのＣＯ２排出量を３０％削減することを目指した革新的な省エネルギー
技術の開発、国際標準化等による新技術の普及促進等を内容とする海洋環境イニ
シアティブを着実に推進するほか、超電導リニア、フリーゲージトレイン等の開
発を推進する。

・環境負荷の小さい海上・鉄道輸送へのモーダルシフトや輸配送の共同化等による
物流効率化を進めるため、複合一貫輸送ターミナルを重点的に整備するとともに、
物流事業者、荷主企業等の多様な関係者による連携した取組を推進する。

・著しい経済成長の一方で、地球温暖化対策の取組が求められるアジア諸国等に協
力し、交通分野における環境行動計画の策定から実施まで一貫した支援を行う。



◇ 鉄道、バス・乗合タクシー、旅客船等の実証運行（航）
◇ 車両関連施設整備等
◇ スクールバス、福祉バス等の活用
◇ 乗継円滑化等
◇ 公共交通の利用促進活動等
◇ その他地域の創意工夫による事業

（例）

地域公共交通活性化・再生総合事業計画

＜制度の特徴＞

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための計画

市町村が策定

市町村 公共交通事業者 地元企業 住民

商店街の人々 ＮＰＯ等住民団体 等学校・病院等

取組支援

法定協議会

地域公共交通総合連携計画

うち協議会が取り組む事業

地域公共交通活性化・
再生総合事業による支援

計画策定支援

協議会が策定

①「地域公共交通
総合連携計画」策定
経費

定額

②総合事業計画に
定める事業に要する
経費
・実証運行（航） １／２
・実証運行（航）以外の事業

１／２・１／３

Ⅲ 活力・成長力

５ 地域の自立・活性化

＜高速道路を原則無料化して、地域経済を活性化する＞

○高速道路の原則無料化に向けた取組
［1,000億円（皆増）］

・高速道路料金の段階的な無料化に向け、割引率の順次拡大や統一料金制度の導入
など社会実験を実施し、その影響を確認しながら段階的に進める。

・実施に当たっては、軽自動車に対する負担の軽減を図る。
・初年度の社会実験は、路線を限定し、鉄道などの他の交通機関や渋滞の懸念に対

してきめ細かく配慮したものとする。

＜地域の自立的な活動を支える基盤をつくる＞

○広域ブロックの自立・成長に向けたプロジェクトの支援
［「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

多様な広域ブロックが自立的に発展した国土の構築を図るため、複数都道府県が
連携・協力して行う都道府県を越える広域の活動のための基盤整備やソフト対策を
支援する仕組みを整備する。

○「生活の足」となる地域公共交通の活性化・再生の支援
［231億円（0.91）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

・地域の創意工夫を活かして地域公共交通のサービス改善を図る「地域公共交通活
性化・再生総合事業」を着実に推進するとともに、これと連携して行う、地域鉄
道の活性化に資する取組やハード・ソフト一体で大幅な利便性向上等を図るコミ
ュニティ・レール化を推進する。

・引き続き厳しい経営環境にある地方バス路線、離島航路等の生活交通の維持・確
保を図るとともに、離島航路の活性化に資する港湾施設の整備を行う。

・フェリー・内航海運の省エネ化等による運航効率化の取組を支援する。



○整備新幹線の着実な整備
［706億円（1.00）］

国土の骨格となる高速交通機関を整備し、地域の活性化や地域間の連携強化を促
進するため、高速性、大量性、安全、環境に優れた整備新幹線を着実に整備する。

○地域を支える建設産業の活力回復
［11億円（1.30）］

下請建設企業等の経営・雇用の安定や連鎖倒産防止のため、下請代金等債権の保
証に対して助成する等の下請債権保全支援を行うとともに、建設工事の取引慣行の
構造改善、ＩＴ導入や人材の確保・育成に対する支援、経営革新や成長分野展開な
どの経営相談等を行う。

６ 成長力・国際競争力の強化

＜国際競争に不可欠なヒトやモノの流れを活性化する＞

○首都圏空港（羽田・成田）の機能強化、関西空港・中部空港のフ
ル活用 ［450億円（0.91）］

・羽田空港の再拡張事業及びＣ滑走路延伸等の機能向上事業を着実に推進し、発着
容量の拡大とともに都心までの鉄道アクセスが改善する成田空港との一体的活用
により、首都圏全体の国際航空機能の最大化を図るとともに、更なる空港能力の
拡大に向けた取組を進める。

・大阪国際空港を含めた抜本的解決策が得られた場合の関空会社への補給金の交付
のほか、関西国際空港・中部国際空港のフル活用に向けた取組を進める。

○空港アクセスなど都市鉄道ネットワークの改善
［234億円（0.84）］

・東京駅と成田空港のアクセス３０分台、東京駅と羽田空港のアクセス２０分台、
両空港間のアクセス５０分台、また、梅田と関西国際空港のアクセス３０分台の
実現に向けた鉄道アクセスの改善方策の検討を進める。

・相互直通運転等による列車運行形態の複雑化及び高密度化等に起因する慢性的な
遅延や長時間・広範囲に渡る輸送障害発生時のダイヤ乱れを軽減するための駅の
大規模改良工事や、相鉄・ＪＲ直通線等の整備を推進し、都市鉄道の速達性・利
便性の向上を図る。



○スーパー中枢港湾の充実・深化と戦略物資を取扱う港湾施設の機
能強化 ［604億円（0.97）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

・２０１０年度までに港湾コストを約３割低減、リードタイムを１日程度に短縮し、
アジアの主要港を凌ぐコスト・サービスを実現するため、巨大コンテナ船に対応
した次世代高規格コンテナターミナルの整備や、官民一体となったモデル事業の
取組により、スーパー中枢港湾プロジェクトの充実・深化を図る。

・戦略物資（鉄鉱石、石炭、穀物）の安定的かつ低廉な輸送を可能にするため、拠
点的な港湾において、船舶の大型化や企業立地等に対応した港湾施設の機能強化
を図るための取組を進める。

○成長力強化のための幹線道路網の整備
［6,027億円（0.80）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

効率的でシームレスな物流網を構築して我が国の成長力の強化を図るため、空港
・港湾へのアクセス道路の整備、国際コンテナ通行支障区間の解消、三大都市圏環
状道路や主要都市間を連絡する規格の高い道路等の整備を行い、幹線道路のネット
ワークを形成する。



● 観光産業の国際競争力強化
● 観光の振興に寄与する人材の育成

● 訪日外国人3000万人プログラム（第１期）

● 観光旅行の促進のための環境整備
● 観光統計の整備
● 鉄道駅におけるバリアフリー化の推進
● 良好な水辺空間の形成等
● 下水道の整備、高度処理の推進 等

観光産業の国際競争力の強化及び
観光の振興に寄与する人材の育成

国際観光の振興

観光旅行の促進のための環境の整備

国際競争力の高い魅力ある観光地の形成

関係施策を効果的に連携して観光立国を実現

関係施策の連携による効果的な施策展開を図ることで、 「訪日外国人旅行者数を将来的に３，０００万人、
その第１期として２０１３年までに１，５００万人」との目標の達成を目指し、観光立国を実現

● 観光圏の整備推進等
● 広域的な連携による観光活性化の推進
● 良好な街並みの形成等
● 地域資源を活かしたまちづくりの推進
● 良好な景観形成の推進
● 歴史まちづくりの推進
● お濠等の歴史的水辺環境の整備
● 旅客船ターミナル等の整備
● 海岸環境の整備等
● 戦略的な総合交通ビジョンの推進
● 地域公共交通活性化・再生総合事業
● 羽田空港再拡張事業等 等

観
光
立
国
の
実
現

○世界に誇る観光大国の実現に向けた取組の強化
［152億円（1.66）に加えて「社会資本整備総合交付金（仮称）」（22,000億円）の内数］

・訪日外国人旅行者について、「将来的に３，０００万人、その第１期として２０
１３年までに１，５００万人」との目標の達成を目指して、中国をはじめとする
東アジア諸国を当面の最重点市場と位置づけ、ＰＤＣＡサイクルを活用しながら、
大規模かつ効果的な海外プロモーションを展開するとともに、国内受入環境の改
善、ＭＩＣＥ（※）の開催・誘致の推進等の総合的な取組を進める。

・２泊３日以上の滞在型観光を促進する観光圏づくりを推進するため、地域の広域
的な連携・役割分担による先導的な取組への総合的な支援を行う。

・国際競争力の高い観光地の玄関口として、快適で利便性の高い旅客船ターミナル
等の整備を推進するほか、地域が主体となって取り組む個性的で活力ある「みな
と」の振興を支援する。

・休暇取得等の促進を通じた需要の創出・平準化に向けた取組を推進する。
・観光施策を推進する上で重要なインフラである観光統計の充実を図る。

※Meeting（企業が行うミーティング、セミナー等）、Incentive（企業が行う社員の報奨・研
修旅行）、Convention（国際団体、学会等の主催する総会、会議等）、Event/Exhibition（ス
ポーツイベント、展示会、見本市等）



＜我が国の優れた技術を海外展開する＞

○我が国の高速鉄道システム等の海外展開
［2億円（皆増）］

環境にも優しい高速鉄道システム等、我が国の優れた交通システムを世界に展開
するための環境整備や民間の実施する多角的な活動に対して、戦略の策定や情報提
供、官民連携の場の提供等の支援を行うことで、官民連携による海外交通プロジェ
クトの積極的な展開を図る。

○建設業の海外展開支援
［0.4億円（2.45）］

建設業の国際競争力の強化のため、我が国建設企業が高度な技術力を活かして海
外で事業展開を行うための人材育成支援等を一層重点的に実施する。また、海外建
設市場で比較優位性のある技術を有する地方・中小建設企業の海外展開をより積極
的に支援するためのアドバイザー制度を創設する。

＜海洋の有効な開発、利用、保全を図り、持続的な発展を目指す＞

○海洋立国の推進
［19億円（1.49）］

・２００海里海域の総合的かつ計画的な利活用に向け、適正な海洋管理を行うため
に必要な海洋管理拠点の在り方をまとめたビジョン（海洋マネジメントビジョン）
を策定するとともに、海洋資源の開発・利用、海洋調査等に関する海洋での活動
等が、本土から遠く離れた海域においても安全かつ安定的に行われるよう、遠隔
離島（南鳥島及び沖ノ鳥島）において輸送や補給、荒天時の待避等が可能な活動
拠点を整備する。

・我が国の領海、排他的経済水域（ＥＥＺ）における海洋調査を推進し、収集した
海洋データを適切に管理する体制を整備するとともに、２０１２年から始まる船
舶への電子海図表示システムの搭載義務化に合わせ、航海用電子海図の利便性の
向上を図る。

・経済活動に不可欠な海上輸送の安全性と安定性の確保等を図るため、日本人船員
や海事産業を担う人材の確保・育成等を推進する。




